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第１ 法人税基本通達関係 

 

１ 収益認識に関する会計基準の公表及びそれに伴う法令改正  

⑴ 収益認識に関する会計基準の公表 

我が国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に

従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、

収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていなかった。一方、国際会計

基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関す

る包括的な会計基準の開発を行い、平成 26年 5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASB

においては IFRS 第 15 号（平成 30 年１月１日以後開始事業年度から強制適用）、FASB に

おいては Topic 606（平成 29 年 12 月 15 日以後開始事業年度から強制適用））を公表し

た。 

これらの状況を踏まえ、企業会計基準委員会は我が国における収益認識に関する包括

的な会計基準の開発に着手し、平成 30 年 3 月 30 日に企業会計基準第 29 号「収益認識に

関する会計基準」（以下「収益認識基準」という。）及び企業会計基準適用指針第 30 号「収

益認識に関する会計基準の適用指針」（以下「収益認識基準適用指針」という。）が公表

された。 

収益認識基準は、平成 33 年（2021 年）４月１日以後開始する連結会計年度及び事業

年度の期首から強制適用することとされている（収益認識基準 81）。ただし、平成 30 年

４月１日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することができること

とされたほか、平成 30 年 12 月 31 日から平成 31 年３月 30 日までの間に終了する連結会

計年度及び事業年度からも適用することができることとされている（収益認識基準 82、

83）。 

（注）中小企業（監査対象法人以外）については、引き続き企業会計原則等に則った会

計処理も可能とされている（『「収益認識に関する会計基準」等の公表』２頁脚注１

（平成 30 年３月 30 日企業会計基準委員会））。 

なお、収益認識基準は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示に適

用される。ただし、金融商品に係る取引等の一定の取引については適用されない（収益

認識基準３）。 

⑵ 収益認識基準の導入に伴う法令改正 

収益認識基準の導入に伴い、次の法令改正が行われた。 

① 内国法人の資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供（以下「資産の販売等」という。）

に係る収益の額は、別段の定めがあるものを除き、その資産の販売等に係る目的物の

引渡し又は役務の提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入

することが明確化された（法 22 の２①）。 

② 内国法人が、資産の販売等に係る収益の額につき一般に公正妥当と認められる会計

処理の基準に従ってその資産の販売等に係る契約の効力が生ずる日その他の上記①の

日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合に

は、上記①にかかわらず、その資産の販売等に係る収益の額は、別段の定めがあるも

のを除き、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することが明確化さ
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れた（法 22 の２②）。 

③ 内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額としてその事業年度の所得の

金額の計算上益金の額に算入する金額は、別段の定めがあるものを除き、その販売若

しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常

得べき対価の額に相当する金額とすることが明確化された。また、この引渡しの時に

おける価額又は通常得べき対価の額は、資産の販売等の対価の額に係る金銭債権の貸

倒れが生ずる可能性又は資産の販売等（資産の販売又は譲渡に限る。）に係る資産の買

戻しが生ずる可能性がある場合においても、これらの可能性がないものとした場合に

おける価額とされた（法 22 の２④⑤）。 

④ 返品調整引当金制度が廃止された（所得税法等の一部を改正する法律（平成 30 年法

律第７号）による改正前の法 53）。 

⑤ 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例について、対象となる資

産の販売等がリース譲渡に限定された（法 63）。 

 

２ 収益認識に関する会計基準に対する通達の対応 

法人税法では、「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に

算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売・・・その他の取引で資本

等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする」こととされ（法 22②）、「当該事

業年度の収益の額・・・は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算さ

れるものとする」こととされていた（所得税法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第

７号）による改正前の法 22④）。このため、収益の計上について、一般に公正妥当と認め

られる会計処理の基準に従うことになるが、会計原則・会計基準・会計慣行には複数の処

理があり得ることから、「法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反しない」（最

高裁平成 5 年 11 月 25 日第一小法廷判決）処理がどういうものであるかについて、法人税

基本通達において収益の計上に関する取扱いを設けてきた。 

収益認識基準の導入を契機に、平成 30 年度税制改正において収益の計上時期及び計上額

についての通則的な規定として法人税法第 22 条の２《収益の額》が設けられた。 

また、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の範囲について過去の判例で断片

的に述べられている状況を考慮すれば、収益認識基準に基づく会計処理は「一般に公正妥

当と認められる会計処理の基準」に従った計算に該当し得ると考えられるものの、従来の

通達では、収益認識基準に基づく会計処理が認められるのか明らかではない部分が多く見

られた。 

この点、以下のような観点から、法人税基本通達等の整備を行うこととした。 

⑴ 収益認識基準は、収益の認識に関する包括的な会計基準であり、業種横断的に画一的

に適用されることからすれば、原則として収益認識基準に基づく会計処理は法人税法の

企図する公平な所得計算という要請に反しないものであること。 

⑵ 履行義務の充足により収益を認識するという考え方は、法人税法第 22 条の２第４項に

おいて明確化された資産の販売等に係る収益の額はその販売若しくは譲渡をした資産の

引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する

金額であるとする考え方となじむものであること。 



 3 

⑶ 他方で、収益認識会計基準は原則的な取扱いを定めるにとどまり、具体的な適用の場

面においては選択しうる会計処理の幅が不明確であるとも考えられることから、公平な

所得計算という要請の中で許容できる処理の範囲を画すための客観的な基準を明確化し、

会計基準の恣意的な利用を排除する必要があること。 

⑷ 中小企業については、従前より「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従

った計算に該当していた企業会計原則等に則した会計処理も引き続き認められることか

ら、従前の取扱いによることも可能とすること。 


